
゜ 21世紀を迎えるにあたって
～若手砂防職員に語る～

松下忠洋先生は、この度の衆談院談員選挙におい

て見事当選をはたされ、現在、国家基本政策委員会

委貝等の重戦を担っておられます。 7月17日には、

そのご多忙なお時間をさいていただき 、当センタ ー

の若手職員を中心にしてお話をしていただく機会を

得ました。ここにその内容を記し、当セ ンターの今

後の指針とすると共に砂防関係者の参考に供される

ことを期待するものです。

今年はちょうど2000年です。ミレニアムというこ

とで、1000年ごとの区切りになっています。そこで、

21世紀にどういう時代を作っていくべきかというこ

とが話題になっています。この20世紀にどのような

ことが起こったかを勉強し、検証していくと、21世

紀に何をすべきかの答えが出てくると思います。

まず、1901年には、ノ ーベル賞ができて、赤十字

を創立したデュナンやレン トゲンなど6人が第1回の

受買をしています。日本では、190]年は明治34年で、

昭和夭皇が生まれた年です。ですから、昭和天皇の

時代と20世紀の日本が重なります。また、1903年に

ライト兄弟がはじめて空を飛んでいます。それから

1905年にアインシュタ インが原子カエネルギーにつ

ながる相対性理論を完成させ、19」1年にアムンゼン

が南極点に到滸しました。日本では1904年の明治37

年に日露戦争開戦で、1910年の明治43年に韓国の併

合です。

年表はこれくらいにしますが、このように歴史を

みてみると、20世紀というのは、医学や科学技術が

非常に進歩した時代であったことがわかります。そ

れが、原子爆弾や造伝子の組み換え、あるいはクロ

ーンの技術まで発達してきています。 一方、進歩し

た科学 ・医学技術を背景にして、列強が植民地政策

をとって弱い国々を傘ドに入れていって、大戦争が

あった時代でもあります。それが前半分で、後の半

分がそこから世界が立ち直っていく時代です。それ

によって開発も進んで、経済も翡かになってきまし

たが、その反面、開発によって自然を痛めつけて、

いろんな予期しない災害が発生し、公害などで人類

が苦しむことになってきました。
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そういうところに気がついて、「それではいけな

い。自然を大事にして、生態系を大事にしなければ

いけないし、人間の遺伝子構造までわかってきてい

るのだから、そういうものの使い方をきちんとして

いかなければいけない」といういうところまできた

わけです。 20世紀をこのように検証して、21世紀に

何をするか。まず、もう戦争は起こさないというこ

とが大前提にあることと 、科学技術や医学を間違っ

て使ってはいけない、正しく使わなければいけない

ということです。それともうひとつは、戦後復興も

含めて、日本も開発をしてきて、自然を痛めつけて

きて、公害の問題も含めていろんなことが起きてき

ました。それに対して、自然の復元とか、自然環境

を大事にするとか、生態系をきちんと元に戻してい

＜努力をしなければならないわけです。また、経済

の損得だけで考えて、開発や発展に血道をあげてき

たところがあるから、親子の絆や家庭の絆という人

間として生きていく基本的なところを取り戻してい

くことをしつかりしていかなければいけないと思い

ます。

戦争に明け姪れ、科学技術の開発に明け硲れ、戦

後の復興に明け硲れ、いろんな開発を進めてきたこ

とで、文芸、音楽、絵画を国民のレベルで楽しんで

いくという「文芸復奥」がなおざりにされてきまし

た。そういう本当の農かさ、 心のリズムを取り戻し

ていくものが21世紀にないと、こんなに忙しく走り

っぱなしで、物を作りつばなしで、物を作っていく

ことで繁栄をしてきたという時代に「さよなら」を



していかないといけない。

さらには、戦後50年間やってきた官庁の役割、予

算の配分や仕組みも含めて、もっと新しいものに組み

替えていくようにしていかなければいけないのです。

私は、政治の世界に入ってみて、役所や官僚の縄

張り争いになっていくと、方向を見失うことがある

のではないかと心配をしています。今度の「そごう」

の決断は政治がしたけれど、役人の決断はどこかで

国家的視点が欠けているし、国民の感覚からかけ離

れていて世論を形成していないところがあるので、

そこのところの謙虚さと判断を間違わないような感

党を養成していくということが大事です。

政治の弱さもあります。役人の作ったものにイエ

スマンみたいに乗っていくようなのが主流になっ

て、硬骨漢で役人と喧嘩をしていくとなかなか主流

になれないというところがあるわけです。議院内閣

制というのは、国民が衆議院議員を選んで、その国

会で総理大臣を選んで、内閣を形成して、その方針

に従って官僚が仕事をしていくという仕組みになる

わけです。ところが、国会談貝のほうはどんどん入

れ替わり 、官僚は連綿とした組織を持っている。そ

うすると、政治は役人に乗っかっただけになる。そ

れでほんとうにいい政治になるのかという根本の議

論を常にしています。

もちろん、政治のほうの勉強が足りないところも

あります。これから21世紀、そういうところを省庁

再編の中でどう政治の力関係が官僚との間で動いて

いくのか。副大臣制をしいたり、政務官を入れたり

するけれど、その働きがどうなるのか。今、注目し

ているところです。

省庁再編- 器の議論と根本の議論

今、総理大臣を含めて大臣が23人います。内閣官

房を含めて23の組織があるということです。これを

l府12省に作り替えることが決まり、それが来年のI

月1日から出発することになりました。 1府12省を決

めるまでの過程はいろいろありました。マスコミな

どが取り上げて然心に報道したのは、現在ある23省

庁のどことどこを統合して、どことどこを分離して、

どういう組織体にするかという、いわば「器作り」

でした。

しかし、「現在の制度の中で困っていて、新しい

組織の中で生かしていかなければいけないことは何

゜か」という議論をしたときに、 一番問題だったのは、

「どこが日本国の政策、同の方針を決定するのか。

予葬の張り付け、予尊の裏付けも含めて、どこの省

庁が、どの機関が国の在り様を決めていくのか」と

いうことでした。それが、今、ないのです。内閣官

房や総理府はどういう役割をはたしているのかが明

確になっていないのです。大蔵省がお金を持ってい

て、そのため大蔵省主計局が実質的に指禅している

という、それでいいのだろうかという議論があった

のです。ですから、今度作る新しい省庁は、そうい

う国家の政策、国家の方針、国のあるべき姿、経済

政策の長期政策というものを決めるような内閣府を

きちんと作ったわけです。科学技術閾係も、先端医

療も、火山の問題とか防災などを含めた長期政策、

そして国家の在り様を決めていく組織をしっかり位

置づけるべきだということを我々は主張してきたわ

けです。内閣府と内閣官房を、そういったヘッドク

ォーターにしようとしたのです。

それで、大蔵省をどうするかということになって、

金融関係を扱うのは、大蔵省の財政問題とは切り離

して別にしようということで、金融庁を作りました。

そして従来の大蔵省は財務省と名前を変えて（英語

の名はミニストリ ー ・オプ ・ファイナンスで変わり

ませんが）、今までは各省庁のいろんな意見や要請

を聞きながら、固家はこうあるべきだということを

一応は議論していたはずですが、新しい財務省には

そういう権限は持たせないで、予鉢の配分をしてい

くということにしたわけです。今、権限争いをして

いますけどもね。

あとの各省庁は、それぞれ付けたり離したり、い

ろいろと議論がありましたが、そういう器の議論が

大変にぎやかに行われました。砂防部も国土交通省

の河川局の中に海岸を入れてスタートしようという

ことになりました。

技術者を適材還所に登用して新組織に活力

次にどういう人材を配置して、組織としての機能

を活性化させるのかということがあります。基本的

には、「技術者は黙々と研究さえしておればいい」と

いうのではなく、その内容によっては局長、次官とい

うところも含めたトップの管理職にも、技術者を登

用していくというようになりましたし、女性の登用や

学歴によらない適材適所に配置するようにしたのです。
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し゚かし、それまでの過程では、技術者をどう扱う

かということで大変な議論がありました。最初は、

中央省庁再編の改革会議本部が総理府の中に設けら

れて、各省庁から選り抜きの事務官が入って、人材

配置の原案を作り ました。その原案は、技術者は技

術の特性を生かして、その技術の分野で成果を出し

ていくのであって、省庁の運営に参加するようなと

ころには入らないという砂き方になっていたので

す。そのため、私たちは2年ぐらいかかって大きな

堕嘩をしてきたわけです。机を一つ与えてその研究

成果を求める、しかしその成果を生かしていくのは、

官僚組織の中に入っている事務方の人たちだという

ことになっていました。「そういうことで2H世紀の

新しい省庁再編の中で、ほんとうに人材を生かして

いくことができるのか」ということで、我々が動き

出したわけです。

国会譲員は、衆議院、参議院を合わせて今、730

人ほどいます。その中で、私は、技術者出身者を

140名ぐらい結集し、中山太郎さんを会長にして自

見庄三郎さんや松岡利勝さんなどと一緒になって議

貝連盟を作りました。また、山崎拓さんを自民党科

学技術創造立国委員会の会長として、建設省をはじ

め全省庁の技術者のトップの人たちとも連携をとり

ながら動いてきました。そして、最初の文書を全部

破棄して作り変えたのです。

これからの時代は、科学技術に裏づけられた組織

を作って、責任ある行政をしていかなければならな

い。ですから、特定の大学を出て特定のコースを出

た人たちが中央省庁の中で特定の地位を持って支配

してい〈というやり方ではなくて、女性も積極的に

登用して、学歴によらない実力による登用、そして

技術者であることによって不当な待遇を受けること

のないようにする、ということを基本法の中にきち

んと書き込んだのです。とくに女性の場合は、出産

したあと仕事に戻り再挑戦をする機会を与えるとい

うことで、森山真弓さんなども入って、勉強会をし

てきました。そういう闘いの中で、技術者の地位を

省庁再編の中にきちんとしておくことになったわけ

です。各省庁が、多様な人材の登用を行い、組織の

活力をあげていくという仕組みを作ったのです。

流域の上流から海岸まで土砂コン トロールする砂防

私たちは、大学では海岸砂防の勉強をするのです
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が、建設省に入ると、砂防法による砂防事業ですか

ら、「治水上砂防のため」ということになって治水

上の効果が求められます。河床の低下など治水上の

安全度を高めるために砂防事業をやるわけで、さら

にその効果を下流のほうの経済社会効果等を高めて

いくということが求められてくるわけです。

そうなってきますと、海岸の砂の維持とか、河口

のところでやる事業は、砂防法の中では治水上砂防

のための砂防ではないという解釈をしていたと思い

ます。そういうところに踏み込んで、これからは海

岸の維持管理まできちんと責任を持つ土砂コントロ

ールの仕事でなければならないのです。そのために

必要であれば、砂防法も変え、昭和51年に作った河

川砂防技術墓準も作り変えるべきです。

今度、海岸法も改正しました。経済効果だけで判

断する海岸事業をするのではなく 、環境という問題

を入れて、海亀が玉子を産みに来る目的のためだけ

に、白砂腎松の海岸を維持すべきだということで海

岸事業ができるように法律を変えま した。そして、

私は当時、農林水産省の政務次官をしていましたの

で、林野庁も含めて各省庁を全部集めて、この法律

を実行するときは、海岸線の白砂青松のための仕事

は建設省がするというように作りあげました。そう

いう面で縄張り争いは出てこないはずです。

いずれにしても、これからは流域の上流から河口

まで、砂防部が砂防事業として土砂の流出あるいは

防止について、責任を持って管理していかなくては

いけません。つまり、害を与える土砂は止めなけれ

ばいけないけれども、通常の害を与えない土砂はし

っかりと海まで流していく ような土砂のコントロー

ルを行う仕事をしていくべきだと思っています。

たとえば、薩摩半島の私の選挙区には長い海岸線

がありまして、吹上浜という日本の三大砂丘と言っ

でも過言ではないくらい美しい海岸線があったので

すが、今は3メートルか4メートルぐらいの砂浜しか

なくなってきています。これは砂防だけのことでは

ありません。海岸の砂を取っていったり、あるいは

沈下したりということがありますので総合的な原因

によるのでしょうけれど、そういう現象を見るにつ

け、「上からの土砂もしっかり供給してやらないと

いけないな」と、切に思っておりました。

とくに林野庁との関係が問題でして、鹿児島の吹

上浜ですと、100キロメートルぐらいのうちの3分の



2は林野庁が持っています。防潮林がありますが、

そういう防潮林のための仕事は、林野庁全体で約20

憶円しかないにもかかわらず、「うちの縄張りだか

ら」ということで十分な対応ができないまま海岸浸

食がどんどん起っている。沖合で何かをしなければ

いけないのに、沖合ですることもできない。そこで

林野庁と話し合いをして海岸線の維持に必要な沖合

の工事は建設省がすべて責任を持つということで、

トップ同士で署名しました。

皆さん方の仕事の中味も、砂防と海岸と治LIJとい

うことでいろいろ各省庁の縄張りがありますけれど

も、できるだけそれを打ち払って、一つの地域につ

いて一つの仕事の中でやりたいと思っています。

今度の新しい組織では、砂防部の中に海岸関係の

部署も一緒になって仕事をすることになったわけで

す。せっかく一緒になるわけですから、海岸事業と

砂防事業、地すべり 、急頌斜を合わせた事業、土砂

災害防止法も含めて上手にすすめてもらいたいと望

んでいます。

それから、気象庁とも同じ省庁になるわけです。

気象庁の情報は、国民が一般的に知るうえでの情報

ですが、もう少し専門的な河川情報になってくると 、

河JII局が自分たちで賓任を持ってやらなければいけ

ないのではないかと 、私は思います。利根川や荒JII 

などの洪水予警報のときは、建設省の中の関東地建

が本部になって、気象庁とも一緒に特別の体制を組

みます。それは法律で決めてあります。そういうよ

うに総合防災の法律事項として、土石流対策などの

予警報の仕組を、地すべりも含めてきめ細かにやれ

ればと思っている。

もうひとつ皆さん方に土石流のことで申しあげた

いことがあります。

゜昭和50年、青森県の岩木山で22人が亡 くなった土

石流災害がありました。 これは裁判になりました。

そのとき 、私は建設省の砂防課の専門官をしていま

して、「なぜ土石流が発生するのか。その予知 ・予

見はどういう現状にあるのか。砂防法の中で土石流

対策というのはどういう意味を持っているのか」 と

いったことを証言しました。今読み返してみて、自

分でも大変いい証言をしていると思っているのです

が、土石流対策事業という仕事は、砂防法の「治水

上砂防」ということでは読みづらく直接人命を守る

という幅広い治水として対応しています。

私たちは、事業の目的が何かということを、常に

原点にしていなければいけない。しかし、それは時

代とともに変わってきています。砂防法を作ったと

きの議論を見ていると、淀川の水源防砂法のように

舟運などを考えた流域の砂防そのものです。このよ

うな議論が根本にあるのは当然ですが、時代に合っ

た取り組みが出てこなければならないのです。 100

年もある法律は立派だけれども、土石流ひとつとっ

ても 、いろんな補助率の助成の割合なども含めて、

中身が多様化して変わってきています。 そういう意

味で、法律の改正に取り組むなら取り組む、直轄砂

防がもう意味がなくなってきているのであれば、直

轄砂防の存在意義を別に見出していく。そういうこ

とをしっかりやっていく ことが必要だと思うし、役

割が終わったところは、県に引き継いでいく必要が

ある。

広島の災害や鹿児島などゲリラ的な豪雨で1時間

130ミリなんかも平気で降ってしまうわけです。あ

れだけ降ればおかしな ことがどこでも起こるけれ

ど、しかし同じところで起こっているわけです。同

じところに同じような現象が起こるわしナだから、そ

ういうところを もっと本当に解消していくことをし

ていかなくてはならないと思っています。

土砂災害防止法—ますます責任重大

去年の6月29、30日に広島で災害がありました。

私は塁林水産省の政務次官をしていました。当時の

関谷建設大臣と一緒にヘリ コプターに乗って現地に

行って調査をして焙ってきました。総理官邸に7月1

日に行きまして、小渕総理と野中官房長官に報告を

したわけです。そのとき 、「こういう災害がいつも

起っているじゃないか。航空写真で見れば土石流の
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通゚路に家が立っている。これは松下君、君も、砂防

部長をしとって、衰任があるんじゃないか。行政の

間違いも正して、必要な手を打て。必要な法律があ

れば、それを体系化してまとめろ。林野庁とも相談

してやれ。問題が起こったらすぐ取り組むのが小渕

内閣だ。」という小渕総理の直接指示がありました。

野中官房長官も、 「やれ」ということでした。これ

が、土砂災害防止法の出発です。ただちに建設省を

中心に勉強会を始めました。党のほうでも 、古屋先

生をキャップにして勉強会をしながら、建設省の議

論を後押ししました。

これまでも、がけ地の近接の住宅の移転とか、通

達で警戒区域とか危険区域を作って、避難もしてい

ました。こういたことはきちんとした法律事項とし

てまとめて、線引きも行政が費任をもって対応して

いくようになります。また、地域住民に対しても 、

その危険性を法律として知らしめ、土地の売買をす

るときにも、その土地の危険性がその土地を利用す

る人達にわかるよう示していく、など一歩踏み込ん

だ法律になったわけです。我々も 、こういう形で法

律ができるとは夢にも思っていなかったのですが、

小渕さんの遺言にもなってできたのです。私は心の

中で 「小渕法」 と呼んでいます。こういう法律がで

きたということで、砂防法、地すべり防止法、急傾

斜地法と合わせてソフト面をきちっとやることで万

全を期すことができるようになります。

そのかわり、この法律ができた以上、費任が非常

に重くなってまいります。周知徹底の方法とか、住

民へのいろんな広報の仕方を間違いますと、費任を

負わなければならなくなります。ここのところは腹

をすえて、それぞれの調査をしつかりしていかなけ

れぱならないのです。

その際、技術的な精度アップをどこまでやるのか。

これはシミュレーションをどれだけやっても、災害

の規模を想定することはできないし、非常に難しい

問題だと思います。

雲仙の時に、今、僕の秘書をしている鈴木氏が砂

防 ・地すべり技術センターにいて、シミュレーショ

ン結果を示した図面をを持って島原に走ったとき、

空港に箔いたら火砕流が起こって40何名の方が亡く

なったのです。あの時僕は砂防部長をしていたのだ

けれど、持っていったシミュレーションの絵が被害

が起こった範囲のとおりになっていたわけです。そ
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ういう技術は、 10年前からそれぞれに勉強していた

のだから、さらに精度を高めてもらって、 一定の余

裕を持った形でしてもらいたいと思います。しかし、

線引きされたほうにとっては、レッドゾーンなのか、

イエローゾーンなのかによって判断や構造の違いが

出てくるわけだから、ここはほんとうに地域の人たち

の理解をもらってやらなければいけないわけです。

でも 、最後は行政の判断と決断だと思います。雰

仙の時も、やっぱりここは危ないと言って行政が線

引きしたわけです。皆さん方が作ったものの上に立

って行政が判断するのです。

法律にして、線引きもきちんとして、レッドゾー

ンとイエローゾーンで何をするかを決めました。そ

のうえで大事なことは、きちんと地域に徹底される

ことと、いざ何か起こった時に、事前に的確な情報

が住民に伝わっていて、避難なら避難、移転なら移

転ということができるようにしてあることです。行

政指導として徹底しきるということです。

これまでは、災害が起こると、中央から砂防部長

通達、事務次官通達、局長通達といった通達を出し

ていました。しかし、その通達の内容と現場の対応

の格差が大きすぎて、なかなか思うように対応でき

なかいこともありました。今度は、役所もこの通達

を緊急時に合わせて事前に周知徹底させる仕組をし

っかりしておかないと大変だと思います。砂防の経

験者として、そう思っております。

もうひとつ大事なことは、地域のリーダーを育成

することです。昭和58年7月に島根県で大きな災害

がありました。その時、益田地区にはリーダーがい

て、そのリーダーが棒で戸をたたいてみんなを逃が

したんです。その逃げた後に、土石流が出てきて全

員救われたというので、建設大臣表彰されました。

そういう人を養成していくことは大事です。防災意

識を持っている人たちが地域にいて、気象庁の予報

とかテレビで見る雨の情報を見て、自分の地域の雨

の降り方を見て、「よ し危ないから公民館に逃げろ」

ということを地域住民に徹底するということが必要

だと思うのです。

出水市の土石流のときも2l名の方が亡くなったけ

れども、あのときも区長さんが「危ない。公民館に

逃げろ」とみんなに知らせてまわったのです。この

人は偉いと思うのですが、知らせてまわったあと公

民館に行ったら、自分だけしかいなかったのです。



そして土石流が出てきて人が亡くなったわけです。

こんど郵便局と連携して、危険な地域の見回りも

含めて、土砂害危険情報マップをおいてもらうとい

うことを、政務次官のとき に野田郵政大臣と話をし

てやってもらうことにしましたが、そういうことも

含めて努力を積み重ねていく必要があります。そう

いう面で土木事務所などは、まだまだ努力が足りな

いとおもいます。

国際化の中で地域振興の中軸になる砂防

今年の6月、砂防 ・地すべり技術センターの企画

部に国際課を設置したと聞きました。大変いいこと

です。皆さんも、英語でもフランス語でもいいです

けれど、語学の勉強をしてもらいたいと思います。

私も上手ではありませんが、東南アジアの人たちの

中で議論をしたり 、少々の国際会議であれば司会し

たりするぐらいの英語力は持っております。今日も

ネパールのマテマ大使がお見えになりましたけれ

ど、通訳なしでやっています。

じつは、今まで総理官邸に行っておりました。私

は、日本とネパールとの友好議員連盟の事務局長を

しておりまして（会長が橋本龍太郎先生です）、

我々が砂防として関わってきたネパールに、総理に

ぜひ行ってもらいたいという話をしてまいりまし

た。ネパールのマテマ大使とは非常に友好的にお付

き合いさせていただいています。大使からの強い要

望でしたが、ネパールは砂防の国際的な仕事の舞台

になっておりますし、インドネシアとともに皆さん

にも馴染みのある場所だと思っています。ぜひ、現

職総理に行ってもらい、素晴しい自然環境保全のた

めの治水砂防技術センターもありますので、そうい

うものを総理に見てもらいたいと思っています。現

職総理でヒマラヤ、ネパールに誰もまだ行ったこと

がありません。非常に期待しているところです。

それから、私も海外経験があるのですが、日本で

なにげなく身に付けている技術で大事なものがあり

ます。たとえば、谷の出口の扇状地の処理では、日

本の技術は一級品です。我々は、現場を見ていて、

谷の出口のところの河床を下げて、水路をまとめて

ひとつのところの方向にもっていく、そのために谷

の出口を押さえてということが自然と頭に入って

きます。しかし、インドネシアや中南米の国に行っ

ていろいろ見ていると、扇状地の処理で悪戦苦齢1し

゜ておりました。どんどん堤防で重ねていこうとして

いますから、ものすごい天井川になってしまって、

毎回同じような危険のある災害が起こっているとい

うことを繰り返しています。何十年もやってきますと、

手のつかないような天井川ができているわけです。

そういうときに、谷の出口に3基ぐらい土砂止め

の仕事をして河床を卜げて、水路を一定にして乱流

を防ぐということの意味を教えて、それをやらせる

と魔法使いが来たぐらいの感じになっていくわけで

す。ですから、「扇状地の処理は、まず最初に出<

わすことだから、いろんな技術の初歩を丁寧に教え

てくるようにしなさい」と技術協力で海外に行く人

たちに、いつも言っています。

それから、中国との協力をどうしていくかという

ことが、これから大きな問題となってきます。「小

渕基金」としてJOO億円の基金を積んで、黄河、揚

子江も含めた植林をしていく計幽を始めました。こ

の場合、中国にお金を渡すのではなくて、どこで何

をするかというのを決めたなら、そこに日本が行っ

て協力する。日本がお金を持って行って、必要なも

のをそこで調達してやっていく、中国もそこに参加

するという方式にしたいと思っています。

中国への技術協力も経済協力も 、これから非常に

問題になってきます。中国は日本に揚子江の水源地

の植林とか、黄河の黄土高原の浸食問題について

「頼む」とくるのですが、中国自体が台湾海峡にも

のすごい防衛力を増強しています。このJO年間ぐら

いで4倍ぐらいの経費になっています。「そういうこ

とに国の予諄を使いながら、お金が足りないという

のはどういうことか」ということで、自民党の中で

も相当な談論をしています。私もこの議論の先頭に

立ってやっています。そういうお金の使い方の問題

もあり、国家間の経済協力の在り方の議論はありま

すが、それはそれとして、いろんな経済協力 ・技術

協力の中で砂防技術の問題がけっこ う出てくると思

います。

私が建設省にいるとき、中国と毎年交流しながら

勉強会をしていました。一度、常願寺川の砂防を私

が説明する機会があって、砂防の説明をーしたのです。

利根川の計画も説明しました。そうしたら、中国の

代表の人が「松下さん、たいへんいいお話をありが

とうございました。利根川の計画も、常願寺川の計

画も中国にとって有益であります。自分の家の裏山
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の゚小さな河川の治水砂防計囲に役に立つと思いま

す」と言ったのです。利根川といえども、常願寺川

といえども 、黄河とか揚子江という大河をかかえて

いる中国には、ちっぽけな髭のような河川です。地

図を見て広げてもわかりますけれど、利根川は僕の

持っていた地図では2ミリぐらいしかないわけです。

やはり中国との経済協力をやるときは、スケールの

大きさと勉強はしっかりしていかなければいけない

と思っています。

ネパールとかインドネシア 、あるいは中南米の

国々に対する技術協力をする場合、日本では砂防法

による砂防しかできていないということを念頭にお

いておいてほしいのです。 日本で考えるような砂防

ではなくて、最後は環境保全のために役立っていく

ようにしてほしいのです。たとえば1億円のお金を

使って、浸食防止もするし、地域おこしの仕事にも

なるし、小水力発竜もするし、植林もして、合わせ

て地域が自活していくための事業にしていってほし

いのです。ネパールにも行ってまいりましたが、水

田などの工事を一緒に合わせてやっていきながら、

そこで生産して食べていける手段を作る。ニワトリ

とかアヒルとかを飼って玉子を産ませて、それを売

って生活の糧にしていくということが、総合的な地

域の防災を中心にして、植林とか、環境とか、生活

振典のところまでいくような技術協力をしています

し、そういう役に立っていくようなやり方を、ぜひ

してもらいたい。

それから、海外へ出ていくチャンスも増やしてほ

しいのです。毎年オリンピックの年にインタープリ

ベントがありますが、あれは私が砂防課長のときに、

官房のほうと大喧嘩をして、砂防の人たちがはじめ

て建設省の金で国際会議に行けるようになったので

す。ですから、そういうことも含めて海外に出てい

くチャンスをとらえてやってもらいたいし、僕の後

援会でもいつもインドネシアやネパールにツアーを

作って行っています。この11月もネパールに行きま

す。実際に現場を経験する楊面を、建設省と相談し

たり、自分たちのプロジェクトも作ったりして行っ

てほしいです。

もうひとつは、せっかくここで砂防 ・地すべり技

術センターに国際課ができたのですから、これまで

の技術協力のデータを全部ファイリングして検索で

きるようにしてもらいたいのです。国別に、やった
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中身、どういう協力をしてどういう成果を得たのか、

どういう人たちが派遣され何をしてきたのかという

ことをきちんと整理しておいてもらいたいと思いま

す。これがなかなかできません。 20世紀の間にいろ

いろ仕事をしてきましたけれど、そういうものをき

ちんと整理してもらいたいなと思っているのです。

そういう意味で私は 「21世紀へのメッセージ」と

いう本を、皆さん方の力をいただいて英文と日本語

で作りましたけれど、ああいう形のものを国際的な

ものとしても協力の中できちんと整理してもらいた

いと思っています。皆さん方でも国別の専門家を作

って、どういうふうに協力をしていくかという頭脳

集団をぜひここでやってもらいたいと思っておりま

す。

期待される砂防・地すべり技術センターの役割

公益法人の見直しの議論は、すでに始まっていま

す。技術を踏襲し、さらに向上させていくのは大事

なことです。官公庁関係の技術者がしっかりしてい

かないと、全体も沈んでいきます。

たとえば、河川砂防技術基準です。私は、なぜも

っと時代にあったように作り変えていかないのかと

不思議に思っています。 ート流のほうの海岸まで土砂

の賀任を持つとなったとき 、どういう砂防計画を流

域として作っていけばいいのか、河川砂防技術基準

に書いてあるように前法2分で、そして構造的にも

不経済な断面の砂防堰堤を永遠に作り続けていかな

ければならないのか。土白流対策として危険なとこ

ろは、徹底的に止めるけれども 、将来、大西山のよ

うな大崩壊があって、そしてそこで集落がひとつ埋

まってしまうというような、そういう大きな崩壊が

予想されるのであれば、そのための予防は徹底的に



しておかなければいけない。しかし、普段の土砂は

思いっきり流して、河道の維持や砂浜の維持に役立

つように_[法も変えていくべきです。

また、大きな多目的ダムがありますと、その上流

と下流では、エ法を徹底的に変えなければいけませ

ん。流砂系の流れが貯水池で切れてしまうというの

は、まぎれもないことです。黒部でやったけれども、

ダムの土砂を流したことがありました。どこかの大

学の教授は「うまくいった」と言っているわけです。

うまくいったどころでなくて、川に仕んでいる魚に

してみれば、突然濁った泥が出てきてびっくりした

と思う。そういう無神経な感覚でいるから、ダムに

対する理解が得られないわけです。この自然体系の

中で、川というのは育んでいかなければいけないの

は明らかなので、そういうヘドロまで流して、「安

くいった」「うまくいった」と万歳するような河川

局ではいかんと思う。当然、ダムの貯水池の前に入

るところに、砂防堰堤を作って、そこで排砂すると

か、山に植生をしていくことが大事だと思う。そう

いうところまでは砂防の責任としてあるだろう。

また、鹿児島のシラス地帯の防災工事などかを見

ていますと 、前法2分でやるという不経済断面は必

要ないのではないかという気がしています。そうい

う意味も含めて川の表情がある砂防を、流砂管理を

していくことでいろいろやっていくことができると

思っています。砂防技術研究所の中で、その仕組み

をぜひ作り上げていただきたいと思っているわけで

す。

また、実際にやっている河川の工事なり 、道路の

工事なり 、砂防の...L事なんかもそうだけれど、ほん

とうに技術者の目できちんと見届けて、地域の人た

ちに喜ばれるようになっているのか、自然環控に馴

染めるものになっているのかということを、もっと

技術者がしっかりみなければいけないと思います。

7年前に1要が初当選した時に、 8.6災害と言って鹿

児島の甲突川で大災害が起こりました。その上流の

ほうの郡山町という水源あたりに、災害対策をやっ

ているのだけれど、延々としたコンクリートのプロ

ックがあったり、コンクリ ー トのべた打ちがあった

りしているわけです。ですから、下流のほうに住ん

でいる人がやって来て、「タケノコ採りに行こうと

思ったら、むこう側に渡れなくなってしまっている」

と、ものすごい抗議があったのです。川に降りてい

゜く道も作らなければ、自然に馴染むようにもしてい

ない。型にはまったようなのを作って、川が死んで

しまってどうしようもない。技術者として、自然環

境や生態系とが馴染むようなものを作っていくよう

な努力が欠けている。ここのところを、ぜひ防災の部

門において努力してもらいたいと思うのです。

私は、前の島原市長の鐘ヶ江さんと、深い交流を

していますが、雲仙普賢岳のときに砂防 ・地すべり

技術センターで作ったデータをもとに して避難地域

を指定してきたし、砂防に対する技術の信頼は、地

域も含めて揺るぎないものがあります。私は、そう

いうことは大事にして、これからもやっていくべき

だと思っているし、そういった研鑽を積む仕事はど

こまでもしてもらいたい。

災害が起った時の対応の仕方は、その場面でやる

べきだし、砂防 ・地すべり技術センターは砂防 ・地

すべり技術センターで新聞記者を呼んで記者会見を

閉いて、「こういうシミュレーションをしています」

という広報も君たちでやっていいと思う。そういう

PRも含めて、やっていいと思う。

私は、流域全体が大きく変貌するのは、火山活動

と地震などによる大規模崩壊だと思う。大雨による

浸食で山が崩れて川に入っていくことは、流域の態

様を大きく変えるものにならないと思う。だから、

直轄の砂防事業をやってきた多くは、地震や火山活

動による大規模な山体の崩壊や火砕流です。我々は、

そういうものに対応する危機管理的な砂防をしてい

くことになると思います。

それから 、ここには砂防技術研究所があります。

そこにしてもらいたいことは、流域の土砂管理の体

系化です。これを、水源山地のてっぺんから海まで、

それぞれの日本の川の流域ごとに、土砂がどのよう

な状況にあるのか、山腹、それから崩壊地、河道、

中下流部のほうの河川工事をやっている地域での河

川の浸食状況、そして河口部における海岸の没食あ

るいは河口閉塞がどうなっているのかということを

きちっと整理してもらいたい、と思っているんです。

ずっと言い続けているのですが、なかなか進んでい

ないのです。その上で、砂防として対応する上砂、

それから流していくべき土砂、そういうものをきち

っと整理して砂防工法に生かしてもらいたいと思っ

ているのであります。

しっかり勉強、学問して下さい。これで終わります。
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